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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
定
額
減
税
の
支
払
明
細
書
へ
の
記
載
事
項
に
か
か
る
罰
則
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
定
額
減
税
の
支
払
明
細
書
へ
の
記
載
事
項
に
か
か
る
罰
則
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
罰
則
適
用
の
免
除
」
及
び
「
対
応
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
の
立
証
責
任
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
同
法
第
二
百
三
十
一
条
違
反
に
よ
る
同
法
第
二
百
四
十
二
条
の
罰
則
」
に
係
る
事

案
を
含
め
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
有
罪
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
合
理
的
な
疑
い
を
い
れ
な
い
程
度
の
立
証
を
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
検
察
官
が
そ
の
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
罰
則
適
用
の
免
除
」
、
「
ど
の
よ
う
な
証
拠
を
提
示
」
及
び
「
罰
則
適
用
免
除
の
要
件
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
同
法
第
二
百
三
十
一
条
違
反
に
よ
る
同
法
第
二
百
四
十
二
条
の
罰
則
」

に
係
る
事
案
を
含
め
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
証
拠
価
値
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
百

十
八
条
の
規
定
に
よ
り
証
拠
の
証
明
力
が
裁
判
官
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て

個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。 



 

２ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
罰
則
適
用
の
免
除
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
同
法
第
二
百
三

十
一
条
違
反
に
よ
る
同
法
第
二
百
四
十
二
条
の
罰
則
」
に
係
る
犯
罪
に
関
し
て
処
罰
が
な
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
と

し
て
、
例
え
ば
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
四
十
二
条
第
七
号
の
「
偽
り
の
記
載
」
を
し
た
と

は
い
え
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
号
の
罰
則
に
係
る
犯
罪
に
関
し
て
処
罰
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
り
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。 


